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Greetings
Toshiyuki Oguchi,mayor

 少子・高齢化や IT による情報化の急速な進行は、価値

観やライフスタイルを多様化させるなど、私たちを取り

巻く社会環境を大きく変化させています。また、地方分

権の進展や市町村合併、市民活動の高まりにより、地域

が自ら責任を持ち、市民が主体となったまちづくりが強

く求められています。

 このため、第四次塩尻市総合計画の策定にあたりまし

ては、公募市民を含む「塩尻市総合計画審議会」で熱心

な審議をいただくとともに、多くの市民の皆様、議員各

位から貴重なご意見・ご提言をお寄せいただくなかで、

従来の行政主導型ではなく、市民手づくりの取り組みを

進めてまいりました。

 この総合計画は、市民と行政がともに考え、ともに行

動するためのまちづくり計画として策定したものです。

今後は、実施・評価・改善のプロセスも市民の皆様と共

有するなかで、新しい塩尻市の都市像「ともに築く 自

立と創造の田園都市」の実現に向けて、熱意を持って取

り組んでまいります。市民、企業、行政が一体となって

進める“協働のまちづくり”への参加を、心からお願い

いたします。

塩尻市長 小口 利幸

ともに築く

平成 17 年４月
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 塩尻市は、昭和 34 年 4 月 1 日に、塩尻町、片丘村、

広丘村、宗賀村、筑摩地村の１町４村が合併して誕

生しました。その後、昭和 36 年 6 月 28 日に洗馬村

と合併、平成 17 年 4 月 1 日には木曽郡楢川村と合併

し、新たなスタートを切りました。

本市は長野県の中央部に位置し、市内には、信濃

川水系と天竜川水系の各河川が流れ、塩尻峠、善知

鳥峠、鳥居峠などは日本海と太平洋への分水嶺とな

っています。

地形は、東西 17.7 ｋｍ、南北 37.8 ｋｍと南北に

長く、南部は木曽地域の北東端に位置する急峻な山

岳地帯、北部は松本盆地の南端に位置し扇状地形をな

しています。北アルプス、鉢盛連峰、東山・高ボッチ山、

さらには中央アルプスに連なる山並みを背景に田園

風景が広がり、森林や水資源などの豊かな自然環境

に恵まれた歴史・文化のふるさとです。

また、太平洋側と日本海側の交通が交差する要衝

であり、近世には中山道、三州街道、北国西街道沿い

に「奈良井宿」や「塩尻宿」など多くの宿場が栄えま

した。現在も、信州まつもと空港をはじめ、鉄道は

ＪＲ中央東線、中央西線および篠ノ井線、道路は長

野自動車道のほか、一般国道 19 号、20 号及び 153

号などが通り、交通の結節点になっています。伊那

木曽連絡道路の開通も控え、交通の拠点としての優

位性を生かした更なる発展が期待されています。

 産業面では、都市近郊型の利を生かした野菜や果

樹栽培などの農業のほか、ワイン醸造や木曽漆器を

中心とした伝統産業など、地場産業から最先端技術

による精密機械製造まで幅広い生産活動が行われて

います。

 観光面では、平出遺跡をはじめとした史跡のほか、

奈良井宿などの歴史的・文化的資産、観光と農業が

融合した「チロルの森」、さらに八ヶ岳中信高原国定

公園などの観光資源も豊富で、観光地としても多く

の魅力を持っています。

沿 革

概 要

一 わたくしたちは

  みどりを大切にし

  田園と都市の調和のとれた

  風格あるふるさとをつくります

一 わたくしたちは

  健康で働くよろこびを大切にし

  活力ある住みやすいふるさとをつくります

一 わたくしたちは

  心のふれあいを大切にし

  文化のかおり高い夢のあるふるさとをつくります

わたくしたちは

美しい自然と伝統ある文化に恵まれた

ふるさと塩尻の市民であることに

誇りをもち だれにも親しまれ愛される

豊かな田園都市をめざして ここに憲章を定めます

（昭和 56 年 6 月 26 日議決）

塩尻市民憲章

塩尻市の姿

都市宣言

交通安全都市の宣言    （昭和 37 年２月 15 日議決）

公明選挙都市宣言     （昭和 38 年３月７日議決）

青少年健全育成都市の宣言 （昭和 41 年７月 18 日議決）

平和都市推進の宣言    （昭和 60 年３月 22 日議決）

暴力のない市の宣言    （昭和 62 年９月 28 日議決）

健康スポーツ都市宣言   （平成元年６月 14 日議決）

人権尊重都市宣言     （平成６年９月 16 日議決）

男女共同参画都市宣言   （平成６年９月 16 日議決）

塩尻市の広さ

市の花 キキョウ

市の木 イチイ

塩尻市役所の位置

面 積 290.18 km2

東 西 17.7 km
南 北 37.8 km
周 囲 114.6 km

東 経 137°57’12”

北 緯 36°06’53”

標 高 713 m
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総合計画の趣旨

　

基本構想

前期基本計画

 将来の都市像とまちづくりの理念を掲げ、実現するための政策大綱を示し、長期的なま

ちづくりの指針とするものです。

●計画期間 10 年間（平成 17 年度～ 26 年度）

 基本構想に示されている政策の大綱に基づく施策体系と、主要事業の内容を明らかにし

た中期的な計画です。　

●計画期間 ５年間（平成 17 年度～ 21 年度）

 基本計画に示された施策への具体的な取り組み、実施期間等を明らかにする短期的な計

画で、毎年度における予算編成や事業実施の指針となります。

●計画期間 ３年間（毎年度３か年分を見直し）

 第四次塩尻市総合計画は、市民の声を最大限に取り入れ、市民と行政の協働でつくられた
まちづくりの 10 年計画です。

計画策定の目的と構成

 第四次塩尻市総合計画は、21 世紀初頭における本市のさらなる飛躍と発展のため、中長期的な

まちづくりの目標および方向性を示すとともに、これに基づく各分野の事業を体系的にまとめた

ものです。

 本市は、先人の情熱と努力を礎に、市民憲章にうたわれた“豊かな田園都市”の実現に向け、

着実に発展を遂げてきました。しかし、社会経済構造が大きく変化する中で、多くの課題が生まれ、

解決に向けた地域経営の在り方が問われている現状にあります。

 こうした状況のもと、まちづくりの方向を明らかにするとともに、多様な主体の市政への参画

と効率的で効果的な行財政運営を一層進めるため、第四次総合計画を策定しました。

 本計画は、平成 17 年度から 26 年度までの 10 か年計画であり、基本構想、基本計画、実施計

画の三つから構成されています。

■総合計画策定への市民参加実績

◇市民 3,000 人アンケート（回答率 57.9%）

◇市民 11 団体、80 人ヒアリング

◇総合計画審議会（10 回）

◇地区懇談会（全地区で実施）

◇ * パブリックコメント（３回）

実施計画


